
副業･兼業人材活用
支 援 補 助 金 制 度 の ご 案 内

小牧市では市内の中小企業などが生産性
向上、事業の拡大、社員のスキルアップなど
を図るため、専門的かつ高度な技能を持ち、
主とする労働以外の時間を活用して業務に
従事する人材(副業・兼業人材)を活用した
場合に要した費用の一部を補助します。

対象者

補助対象経費

補助金額

申請方法

中小企業者または小規模事業者で次の要件を満たす方
・市内に事業所を有し、当該事業所において事業を⾏っている方
・市税の滞納のない方
・暴⼒団員⼜は暴⼒団若しくは暴⼒団員と密接な関係を有する者でない方
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に規定する業種や、

消費者⾦融業を営む者でない方

副業・兼業⼈材とマッチングを⾏う事業者に⽀払う⼿数料または
委託料のうち、最初の12ヶ月分（消費税を除いた額）

条件
・愛知県プロフェッショナル⼈材戦略拠点で事前に相談を受けてください。
・本制度の利⽤を希望する場合は事前に市へ事業計画書の提出をしてください。
・市内事業所で⾏う副業・兼業⼈材を活⽤した事業に限ります。

補助対象経費の1/2
（100円未満の端数は切り捨て）
限度額 10万円

事業に対する全ての⼿数料⼜は委託料の⽀払いが完了した月の属する
年度末まで交付申請書のほか以下の書類を添付して提出してください。
・実績報告書（様式有）
・登記簿謄本（法人の場合。3ヵ月以内に作成されたもの）
・開業届または直近の確定申告書類（個人事業主の場合）
・補助対象経費の⽀払いを証する書類 → 領収書または請求書及び通帳の写し
・市税の滞納がないことを証する書類 → 直近の納税証明書
・愛知県プロフェッショナル⼈材戦略拠点に提出した企業情報シート
・副業・兼業⼈材及びマッチング事業者との契約書の写し
・副業・兼業⼈材の職務の経歴がわかる資料の写し

愛知県プロフェッショナル
人材戦略拠点の詳細はこちら
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